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１．外国⼈労働者の現状



（注１）本数値は，各年12月末現在の統計である。
（注２）本数値は、中長期在留者に特別永住者を加えた在留外国人の数である。
（注３）我が国の総人口に占める割合は，総務省「人口推計」による，各年10月１日現在の人口を基に算出した。

資料出所：法務省「在留外国人統計」

総在留外国人数と我が国の総人口に占める割合の推移

○ 国内における総在留外国人数は、平成20年のリーマンショックから平成23年の東日本大震災後に
かけて一時減少傾向にあったものの、平成29年末現在、約256万人（総人口に占める割合：2.02％）
となり、過去最高を更新。

○ 対前年増加数は約18万人（対前年増加率7.5％）で5年連続の増加。

外国人割合 国籍別1位 同2位 同3位

大泉町（群馬県） 17.6%ブラジル ペルー ネパール

美濃加茂市（岐阜県） 7.9%ブラジル フィリピン 中国

菊川市（静岡県） 5.9%ブラジル フィリピン 中国

小牧市（愛知県） 5.3%ブラジル フィリピン 中国

伊賀市（三重県） 4.9%ブラジル 中国 ペルー

外国人割合が高い国内自治体

資料出所：外国人集住都市会議（平成29年4月1日現在）
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資料出所：労働政策研修・研究機構（平成21年現在）
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①就労目的で在留が認められる者 約27.7万人
(いわゆる「専門的・技術的分野の在留資格」）

・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与え
る影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

②身分に基づき在留する者 約49.6万人
(｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活
動が可能。

④特定活動 約3.6万人
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設
就労者、外国人造船就労者等）
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報
酬を受ける活動の可否が決定。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約34.4万人
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、相当と認めら
れる場合に報酬を受ける活動が許可。

③技能実習 約30.8万人
・技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
・平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年目から雇用関係
のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった（同日以後に資格変更をした

技能実習生も同様。）。

出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。

日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約146.0万人の内訳)

※外国人雇用状況の届出状況（平成30年10月末現在）による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を
確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 （労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第２８条）。
なお、「外交」「公用」及び「特別永住者」は対象外である。

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

在留資格 具体例

教授 大学教授等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者・管理者

法律
・会計業務

弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師

研究 政府関係機関や私企業等の研究者

教育 中学校・高等学校等の語学教師等

技術
・人文知識
・国際業務

機械工学等の技術者、 通訳、デザイナー、
私企業の語学教師、マーケティング業務従
事者等

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者

介護 介護福祉士

技能
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航
空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
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在留資格別にみた外国人労働者数の推移

○ 日本で就労している外国人は、平成30年10月末時点で過去最高の146万463人。
○ 在留資格別にみると、「特定活動」(35.6％) 、「技能実習」(19.7％)、「専門的・技術的分野の在留資格」(16.1％)

の伸び率が大きい。

（単位：千人）

（年）

出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成30年10月末現在）」
注１：【】は、前年同期比を示している。
注２：「専門的・技術的分野の在留資格」とは、就労目的で在留が認められるものであり、経営者、技術者、研究者、外国料理の調理師等が該当する。
注３：「身分に基づく在留資格」とは、我が国において有する身分又は地位に基づくものであり、永住者、日系人等が該当する。
注４：「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うもの。
注５：「資格外活動」とは、本来の在留目的である活動以外に就労活動を行うもの（原則、週28時間以内）であり、留学生のアルバイト等が該当する。
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国籍別にみた外国人労働者数の推移
○ 国籍別に直近の状況をみると、中国が最も多く389,117 人で、外国人労働者全体の26.6％を占めている。次いで、ベ

トナムが316,840 人（同21.7％）、フィリピンが164,006 人（同11.2％）の順となっている。

○ 直近の推移をみると、特にベトナムについては対前年同期比で76,581 人（31.9％）と大幅に増加している。
また、インドネシアについては同 7,427 人（21.7％） 、ネパールについては同 12,451人（18.0％）増加している。

出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成30年10月末現在）」

（単位：千人）

（年）
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在留資格 総数
①専門的
・技術的分野

②身分に基づく
在留資格

③技能実習 ➃特定活動 ➄資格外活動

全国籍計 １，４６０，４６３ ２７６，７７０ ４９５，６６８ ３０８，４８９ ３５，６１５ ３４３，７９１

中国 ３８９，１１７ １０３，２３７ １０３，８２７ ８４，０６３ ４，６６０ ９３，３１５

韓国 ６２，５１６ ２７，８９３ ２２，８２８ ８５ ３，１３８ ８，５６４

フィリピン １６４，００６ ９，８２７ １１７，１２５ ２９，８７５ ５，０７３ ２，０９８

ベトナム ３１６，８４０ ３１，９７９ １２，４０５ １４２，８８３ ４，５７０ １２４，９８８

ネパール ８１，５６２ ９，０４１ ３，６６５ ３９９ ３，５７３ ６４，８７５

インドネシア ４１，５８６ ３，７６６ ５，４３４ ２４，９３５ ３，０２０ ４，４３１

ブラジル １２７，３９２ ８６３ １２６，１６２ １０５ ４２ ２１７

ペルー ２８，６８６ ９７ ２８，４４０ ５４ ２２ ７２

その他 ２４８，７５８ ９０，０６７ ７５，７８２ ２６，０９０ １１，５１７ ４５，２３１

出典： 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成30年10月末現在）」

（単位：人）

日本で就労する外国人労働者（在留資格・国籍別）
○ ベトナムは「技能実習」が45.1％、次いで「資格外活動（留学生等）」が39.4％となっている。
〇 インドネシアは「技能実習」が60.0％となっている。
○ ネパールは「資格外活動（留学生等）」が79.5％となっている。
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単位（事業所）

○ 外国人を雇用する事業所数は平成30年10月末時点で過去最高の216,348か所。
○ 特に平成26年以降は毎年約２万事業所ペースで増加。
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２．外国⼈労働者を巡る最近の動向



経済財政諮問会議（第２回、平成30年２月20日開催）
総理締めくくり御発言（外国人労働力部分 抜粋）

第二に、外国人労働力について議論を行いました。

安倍内閣として、いわゆる移民政策をとる考えはありません。この点は堅
持します。他方で、５年間のアベノミクスによって、有効求人倍率が４３年ぶ
りの高水準となる中で、中小・小規模事業者の皆さんを始め、深刻な人手不
足が生じています。

生産性向上や女性・高齢者の就業環境の整備のため、生産性革命・人づ
くり革命・働き方改革を推進するとともに、あわせて、専門的・技術的な外国
人受入れの制度の在り方について、早急に検討を進める必要があると考え
ます。

在留期間の上限を設定し、家族の帯同は基本的に認めないといった前提
条件の下、真に必要な分野に着目しつつ、制度改正の具体的な検討を進
め、今年の夏に方向性を示したいと考えています。菅官房長官、上川法務
大臣におかれては、各分野を所管する関係省の協力を得て、急ぎ、検討を
開始していただきたいと思います。
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経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日閣議決定）

第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組

４．新たな外国人材の受入れ
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきている。こ

のため、設備投資、技術革新、働き方改革などによる生産性向上や国内人材の確保を引き続き強力に推進するとともに、従来の専門的・技術的
分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。
このため、真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるものとして、外国人材の受入れを拡大するため、新たな在留資格を創設する。また、

外国人留学生の国内での就職を更に円滑化するなど、従来の専門的・技術的分野における外国人材受入れの取組を更に進めるほか、外国人
が円滑に共生できるような社会の実現に向けて取り組む。

（１）一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる新たな在留資格の創設
現行の専門的・技術的な外国人材の受入れ制度を拡充し、以下の方向で、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を

目的とした新たな在留資格を創設する。

① 受入れ業種の考え方
新たな在留資格による外国人材の受入れは、生産性向上や国内人材の確保のための取組（女性・高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処

遇の改善等）を行ってもなお、当該業種の存続・発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種において行う。

② 政府基本方針及び業種別受入れ方針
受入れに関する業種横断的な方針をあらかじめ政府基本方針として閣議決定するとともに、当該方針を踏まえ、法務省等制度所管省庁と業所

管省庁において業種の特性を考慮した業種別の受入れ方針（業種別受入れ方針）を決定し、これに基づき外国人材を受け入れる。

③ 外国人材に求める技能水準及び日本語能力水準
在留資格の取得に当たり、外国人材に求める技能水準は、受入れ業種で適切に働くために必要な知識及び技能とし、業所管省庁が定める試

験等によって確認する。また、日本語能力水準は、日本語能力試験等により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有す
ることが確認されることを基本としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定める。ただし、技能実習（３年）を修了した
者については、上記試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとする。

④ 有為な外国人材の確保のための方策
有為な外国人材に我が国で活動してもらうため、今後、外国人材から保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在を防止するための方

策を講じるとともに、国外において有為な外国人材の送り出しを確保するため、受入れ制度の周知や広報、外国における日本語教育の充実、必
要に応じ政府レベルでの申入れ等を実施するものとする。 -11-



⑤ 外国人材への支援と在留管理等
新たに受け入れる外国人材の保護や円滑な受入れを可能とするため、的確な在留管理・雇用管理を実施する。受入れ企業、又は法務大臣が

認めた登録支援機関が支援の実施主体となり、外国人材に対して、生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための日本語習得、相談・苦
情対応、各種行政手続に関する情報提供などの支援を行う仕組みを設ける。また、入国・在留審査に当たり、他の就労目的の在留資格と同様、
日本人との同等以上の報酬の確保等を確認する。加えて、労働行政における取組として、労働法令に基づき適正な雇用管理のための相談、指
導等を行う。これらに対応するため、きめ細かく、かつ、機能的な在留管理、雇用管理を実施する入国管理局等の体制を充実・強化する。

⑥ 家族の帯同及び在留期間の上限
以上の政策方針は移民政策とは異なるものであり、外国人材の在留期間の上限を通算で５年とし、家族の帯同は基本的に認めない。ただし、

新たな在留資格による滞在中に一定の試験に合格するなどより高い専門性を有すると認められた者については、現行の専門的・技術的分野に
おける在留資格への移行を認め、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認めるなどの取扱いを可能とするための在留資格上の措置を検討す
る。

（２）従来の外国人材受入れの更なる促進
留学生の国内での就職を促進するため、在留資格に定める活動内容の明確化や、手続負担の軽減などにより在留資格変更の円滑化を行

い、留学生の卒業後の活躍の場を広げる。また、「高度人材ポイント制」について、特別加算の対象大学の拡大等の見直しを行う。これらの前提
として、日本語教育機関において充実した日本語教育が行われ、留学生が適正に在留できるような環境整備を行っていく。さらに、留学生と企業
とのマッチングの機会を設けるため、ハローワークの外国人雇用サービスセンター等を増設する。
また、介護の質にも配慮しつつ、相手国からの送出し状況も踏まえ、介護の技能実習生について入国１年後の日本語要件を満たさなかった場

合にも引き続き在留を可能とする仕組みや、日本語研修を要しない一定の日本語能力を有するＥＰＡ介護福祉士候補者の円滑かつ適正な受入
れを行える受入人数枠を設けることについて検討を進める。このほか、クールジャパン関連産業の海外展開等を目的とする外国人材の受入れ
を一層促進するための方策や、我が国における外国人材の起業等を促進し、起業家の受入れを一層拡大するための方策について検討を進め
る。

（３）外国人の受入れ環境の整備
上記の外国人材の受入れの拡大を含め、今後も我が国に滞在する外国人が一層増加することが見込まれる中で、我が国で働き、生活する外

国人について、多言語での生活相談の対応や日本語教育の充実をはじめとする生活環境の整備を行うことが重要である。このため、2006年に
策定された「『生活者としての外国人』に関する総合的対応策」を抜本的に見直すとともに、外国人の受入れ環境の整備は、法務省が総合調整
機能を持って司令塔的役割を果たすこととし、関係省庁、地方自治体等との連携を強化する。このような外国人の受入れ環境の整備を通じ、外
国人の人権が護られるとともに、外国人が円滑に共生できるような社会の実現に向けて取り組んでいく。
なお、法務省、厚生労働省、地方自治体等が連携の上、在留管理体制を強化し、不法・偽装滞在者や難民認定制度の濫用・誤用者対策等を

推進する。
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２－１．AI時代に求められる人材の育成・活用
ⅲ）産業界におけるAI人材等の育成・活用

海外から優秀なAI人材を呼び込むため、アジアのジョブフェアへの出展や海外大学への寄附講座開設など日本企業の取組を支援す
る。また、アジア等の海外現地において日本の求人情報等を活用したマッチング支援の在り方を具体的に検討する。

２－３．外国人材の活躍推進

第４次産業革命の下での国際的な人材獲得競争が激化する中、海外から高度な知識・技能を有する外国人材の積極的な受入れを
図ることが重要である。特に、高度外国人材の「卵」である優秀な外国人留学生の国内就職率の向上に向け、外国人学生の呼び込みか
ら就職に至るまで一貫した対応を行うとともに、留学生と産業界双方のニーズを踏まえた効果的なマッチングを図る。

ⅰ）高度外国人材の受入れ促進
①外国人留学生等の国内就職促進のための政府横断的な取組
ア）外国人留学生などの外国人材受入れ施策の有機的連携

大学・企業・自治体等の連携の下、外国人留学生と中堅・中小企業双方の事情に精通する専門家の活用等を通じ、地域の中堅・中
小企業のニーズを踏まえた専門教育や、ビジネス日本語・キャリア教育等日本企業への就職に際し求められるスキルを在学中から習
得させるとともに、インターンシップ、マッチング事業等を通じて国内企業への就職につなげる仕組みを作る。また、留学生と企業との
マッチングの機会を設けるため、ハローワークの外国人雇用サービスセンター等の増設により、留学生と企業とのマッチングを推進する。

ⅲ）外国人の受入れ環境の整備
②就労環境の改善

高度外国人材の専門性の発揮や公正な評価・処遇に繋がる雇用管理改善の取組の指標となる好事例集の普及啓発を図り、魅力あ
る就労環境整備を促していく。

外国人雇用管理アドバイザーや「新輸出大国コンソーシアム」の専門家による人事・労務管理等に関する相談対応を通じ、高度外国
人材の雇用の改善を図る。

③在留資格手続の円滑化・迅速化等のための在留管理基盤の強化

外国人を適正に雇用し、また外国人雇用状況届出等を履行している所属機関を対象に、外国人本人に代わって手続を行うことを可能
とする在留資格手続上のオンライン申請を本年度から開始する。

法務省が把握する外国人本人の情報と厚生労働省が把握する外国人雇用状況届出情報が突合できない事案や、事業主が外国人
雇用状況届出の義務を履行していないと疑われる事案について、両省間で情報共有を行い、雇用主に対して届出義務を着実に履行さ
せるための仕組みを本年夏から開始する。また、更なる把握の徹底等在留管理基盤の強化を図るべく、各種識別番号の活用を検討し、
その結論に応じた必要な措置を講ずる。

受入れ外国人材に係る業種・職種・在留資格別等の就労状況を正確に把握する仕組みを検討し、本年度中に結論を得る。

未来投資戦略2018（平成30年６月15日閣議決定）における主な項目
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規制改革実施計画（平成30年６月15日閣議決定）

５．保育・雇用

(2)日本で学ぶ留学生の就職率向上

【就労のための日本語能力の強化】

○ 留学生がスムーズに職場に定着できるよう、新規就職者等に対し、職場において必要な日本語のコミュニケー

ション能力を高めるための実践的な研修と してビジネス日本語研修等の機会を提供する。

(平成30年度検討・結論、平成31年度措置)

【地方における就職支援の強化】

○ 地方に居住する留学生と企業との更なるマッチング推進のため、ハローワークの外国人雇用サービスセンター

の増設など、公的な就職相談支援体制を強化する。

(平成30年度検討・結論、平成31年度以降順次措置)

○ 企業における外国人材の雇用管理改善を支援するためのガイドブック「高度外国人材にとって魅力ある就労環

境を整備するために～雇用管理改善に役立つ好事例集～」がより広く活用されるよう周知を徹底する。

(平成30年度検討・結論・措置)
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外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（概要）

(1) 在留資格⼿続の円滑化・迅速化
○ 受⼊企業等による在留資格手続のオンライン申請の開始【12億円】
○ 在留カード番号等を活⽤した申請⼿続の更なる負担軽減、標準処理期間(２週間〜１か⽉）の励⾏

(2) 在留管理基盤の強化
○ 法務省・厚生労働省の情報共有の更なる推進による外国⼈の在留状況・雇⽤状況の正確な把握
○ 業種別・職種別・在留資格別等の就労状況を正確に把握する仕組みの構築、公的統計の充実・活用
○ 出入国在留管理庁の創設に伴う出⼊国及び在留管理体制の強化【18億円】

(3) 不法滞在者等への対策強化
○ 警察庁、法務省、外務省等の関係機関の連携強化による不法滞在者等の排除の徹底【5億円】
○ 技能実習に係る失踪者情報等の収集・分析、これを踏まえた調査の徹底、実習実施者等に対する計画

認定取消し等の運用の厳格化、平成29年における技能実習に係る失踪者等の悉皆調査・対応

(1) 悪質な仲介事業者等の排除
○ 二国間の政府間文書の作成（９か国）とこれに基づく情報共有の実施
○ 外務省（在外公館）、警察庁、法務省、厚⽣労働省、外国⼈技能実習機構等の関係機関の連携強化

による悪質な仲介事業者（ブローカー）等の排除の徹底と入国審査基準の厳格化
○ 悪質な仲介事業者等の把握に向けた在留諸申請における記載内容の充実

(2) 海外における日本語教育基盤の充実等
○ 日本での⽣活･就労に必要な日本語能⼒を確認する能⼒判定テストをCBT（Computer 

Based Testing）により厳正に実施（９か国）
○ 国際交流基⾦等による海外における日本語教育基盤強化(現地教師育成､現地機関活動支援)
○ 在外公館等による情報発信の充実

(1) 国⺠及び外国人の声を聴く仕組みづくり
○ 「『国⺠の声』を聴く会議」において、国⺠及び外国⼈双⽅から意⾒を継続的に聴取

(2) 啓発活動等の実施
○ 全ての⼈が互いの⼈権を⼤切にし支え合う共⽣社会の実現のため、「心のバリアフリー」の取組を推進

外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取組

外国人との共生社会の実現に向けた意⾒聴取･啓発活動等

新たな在留管理体制の構築

(4) 外国人児童生徒の教育等の充実
○ 日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づく着実な改善と支援員等の配置への支援
○ 地⽅公共団体が⾏う外国人児童生徒等への支援体制整備（ICT活⽤、多様な主体との連携）
○ 教員等の資質能⼒の向上（研修指導者の養成、地⽅公共団体が実施する研修への指導者派遣等による

全国的な研修実施の促進）
○ 地域企業やNPO等と連携した高校生等のキャリア教育支援、就学機会の確保【１億円】

(5) 留学生の就職等の支援
○ ⼤卒者・クールジャパン分野等の専修学校修了者の就職促進のための在留資格の整備等
○ 中小企業等に就職する際の在留資格変更⼿続の簡素化
○ 文部科学省による⼤学等の就職促進のプログラムの認定等【６億円】
○ 留学生の就職率の公表の要請、就職支援の取組状況や就職状況に応じた教育機関に対する奨学⾦の

優先配分、介護人材確保のための留学・日本語学習支援の充実【14億円】
○ 業務に必要な日本語能⼒レベルの企業ごとの違いなどを踏まえた多様な採用プロセスの推進
○ 産官学連携による採⽤後の多様な⼈材育成・待遇などのベストプラクティスの構築・横展開

(6) 適正な労働環境等の確保
① 適正な労働条件と雇用管理の確保、労働安全衛生の確保

○ 労働基準監督署・ハローワークの体制強化 、外国人技能実習機構の体制強化、「労働条件相談ほっと
ライン」の多言語対応（８言語対応）

○ ｢外国人労働者相談コーナー｣･｢外国人労働者向け相談ダイヤル｣における多言語対応の推進･相談体制の拡充
② 地域での安定した就労の支援

○ ハローワークにおける多言語対応の推進（11言語対応）と地域における再就職支援
○ 地域ごとの在留外国人の状況を踏まえた情報提供・相談の多言語対応、職業訓練の実施

(7) 社会保険への加入促進等
○ 法務省から厚生労働省等への情報提供等による社会保険への加⼊促進
○ 医療保険の適正な利用の確保（被扶養認定において原則として国内居住要件を導入､不適正事案対応等）
○ 納税義務の確実な履⾏の支援等の納税環境の整備

(1) 暮らしやすい地域社会づくり
① ⾏政・生活情報の多言語化、相談体制の整備

○ ⾏政・⽣活全般の情報提供・相談を多言語で⾏う一元的窓口に係る地⽅公共団体への支援制度の創設
（「多文化共生総合相談ワンストップセンター(仮)」（全国約100か所、11言語対応）の整備）

○ 安全・安心な⽣活・就労のための新たな｢生活・就労ガイドブック(仮)｣（11言語対応）の作成・普及
○ 多言語音声翻訳システムのプラットフォームの構築【８億円】と多言語音声翻訳システムの利用促進

② 地域における多文化共生の取組の促進・支援
○ 外国⼈材の受⼊れ支援や共⽣支援を⾏う受け⽫機関の⽴ち上げ等地域における外国人材の活躍と

共生社会の実現を図るための地⽅公共団体の先導的な取組を地⽅創生推進交付⾦により支援
○ 外国⼈の支援に携わる⼈材･団体の育成とネットワークの構築

(2) 生活サービス環境の改善等
① 医療・保健・福祉サービスの提供環境の整備等

○ 電話通訳や多言語翻訳システムの利⽤促進、マニュアルの整備、地域の対策協議会の設置等により
全ての居住圏において外国人患者が安心して受診できる体制を整備

○ 地域の基幹的医療機関における医療通訳の配置・院内案内図の多言語化の支援
② 災害発生時の情報発信・支援等の充実

○ 気象庁ＨＰ、Ｊアラートの国⺠保護情報等を発信するプッシュ型情報発信アプリSafety tips 等を通じた防災･
気象情報の多言語化･普及(11言語対応)、外国⼈にも分かりやすい情報伝達に向けた改善(地図情報､警告音等）

○ 三者間同時通訳による「119番」多言語対応と救急現場における多言語音声翻訳アプリの利⽤、災害時外国⼈
支援情報コーディネーターの養成

③ 交通安全対策､事件・事故､消費者トラブル､法律トラブル､人権問題､生活困窮相談等への対応の充実
○ 交通安全に関する広報啓発の実施、運転免許学科試験等の多言語対応
○ 「110番」や事件･事故等現場における多言語対応
○ 消費生活センター(「188番」)､法テラス､人権擁護機関(８言語対応) ､生活困窮相談窓口等の多言語対応

④ 住宅確保のための環境整備・支援
○ 賃貸⼈・仲介事業者向け実務対応マニュアル、外国語版の賃貸住宅標準契約書等の普及(８言語対応)
○ 外国人を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録・住宅情報提供・居住支援等の促進

⑤ ⾦融・通信サービスの利便性の向上
○ ⾦融機関における外国人の口座開設に係る環境整備、多言語対応の推進、ガイドラインの整備
○ 携帯電話の契約時の多言語対応の推進、在留カードによる本⼈確認が可能である旨の周知の徹底

(3) 円滑なコミュニケーションの実現
① 日本語教育の充実

○ 生活のための日本語の標準的なカリキュラム等を踏まえた日本語教育の全国展開（地域日本語教育
の総合的体制づくり支援、日本語教室空白地域の解消支援等）【６億円】

○ 多様な学習形態のニーズへの対応（多言語ICT学習教材の開発・提供､放送⼤学の教材やNHKの日本語
教育コンテンツの活⽤・多言語化、全ての都道府県における夜間中学の設置促進等）

○ 日本語教育の標準等の作成（日本版CEFR（言語のためのヨーロッパ共通参照枠））
○ 日本語教師のスキルを証明する新たな資格の整備

② 日本語教育機関の質の向上・適正な管理
○ 日本語教育機関の質の向上を図るための告示基準の厳格化（出席率や不法残留者割合等の抹消基準の

厳格化、日本語能⼒に係る試験の合格率等による数値基準の導⼊等）
○ 日本語教育機関に対する定期的な点検・報告の義務付け
○ 日本語教育機関の日本語能⼒に関する試験結果等の公表義務・情報開示の充実
○ 日本語教育機関に関する情報を関係機関で共有し､法務省における調査や外務省における査証審査に活⽤

生活者としての外国人に対する支援

総額211億円（注）

平成3 0年1 2月2 5日
外国人材の受入れ・共生
に関する関係閣僚会議

（注）予算額は30年度補正(２号)予算、31年度予算の措置額。このほか、関連予算として、地方創生推進交付金1,000億円の内数、（独）日本学生支援機構運営費交付金131億円の内数（留学生の就職等支援関連）、人材開発支援助成金571億円の内数（地域での安定就労支援関連）、不法滞在者対策等157億円等がある。

【３億円】

【17億円】

【34億円】

【20億円】

〔 〕
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我が国に在留する外国人は近年増加(264万人)､我が国で働く外国人も急増(128万人)､新たな在留資格を創設(平成31年4⽉施⾏)
⇒ 外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取組とともに、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備を推進する。今後も対応策の充実を図る。



３．留学⽣の雇⽤対策



平成28年末現在の留学生の総数は27万7,331人（平成17年末現在から約1.8倍に増加）。留学生の就職も以前より増加 （平成17
年:約5,878人→平成28年：約19,435人で約3.3倍）。一方で、日本での就職を希望する留学生が全体の６割程度いるなかで、実際
に就職できている者が３割程度であり、企業側と留学生双方の情報不足等によるミスマッチが指摘されている。

外国人留学⽣数の推移及び就職活動における課題

卒業（修了）
留学生※

46,559人

日本で就職： 14,493人（31.1％）

資料出所：（独）日本学生支援機構 「平成28年度外国人留学生進路状況調査結果」

留学生卒業後の進路希望（複数回答あり）

資料出所：（独）日本学生支援機構「平成27年度私費外国人留学生生活実態調査概要」

※平成28年度中に卒業（修了）した外国人留学生
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留学生数

就職を目的として在留資格変更の許可を受けた留学生数

出典）法務省「在留外国人統計」
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その他

技術

人文知識・
国際業務

出典）法務省「在留外国⼈統計」

○専門的・技術的分野における外国⼈登録者数の推移
平成28年末現在の登録者数は27万１,288⼈（平成17年末現在から約1.9倍に増加）。
※「その他」については、就労を⽬的とする在留資格の外国⼈のうち、「外交」、「公⽤」の在留資格の者を除いたもの。

専門的・技術的分野の外国人数

技術・
人文知識・
国際業務

※平成27年４⽉に改正⼊管法が施⾏され、「技術」と
「⼈文知識・国際業務」の在留資格が⼀本化された。
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外国人雇用サービスセンターは、求人・求職を集約した
上で、全国のハローワークや新卒応援ハローワークとの
連携により、卒業に至るまで複数年にわたり、全国的か
つきめ細かな就職支援を実施

外セン等の求職、相談の状況（平成29年度）
新規求職者数・・・12,173件
相談件数 ・・・・ 31,417件
就職件数・・・・・ 2,042件

１．全国的ネットワークによるマッチングの促進 ２．意識啓発・カウンセリング等

企業と留学生の相互理解の促進を通じ、国内就職市場の
拡大を図るため、留学生向けインターンシップを実施。
また、大学の就職支援担当者との情報交換を実施（イン
ターンシップは夏季と春季に実施）

インターンシップ受⼊実施企業数（平成29年度） 115社
インターンシップ参加学⽣数（平成29年度） 240名

３．留学生インターンシップ・大学との連携

留学生を採用する企業の開拓に加えて、外国人雇用管理
アドバイザーによる採用時（在留資格変更手続きを含
む）や人事労務管理上の留意点に関する相談など、外国
人留学生を採用する企業等に対する各種相談業務を実施

雇⽤管理アドバイザーによる相談実績（平成29年度）
事業所訪問による相談 ・・・・・・・・・・92事業所
外国⼈雇⽤サービスセンターでの相談・・・654事業所

４．外国人留学生を採用する企業等に対する支援

留学⽣の就労促進に係る主な施策

大学の就職担当者等を訪問し、未内定留学生の把握や外
国人雇用サービスセンターの利用勧奨を行うほか、国内
就職希望の留学生に対し、在籍の早い段階から就職ガイ
ダンスを実施するなど、留学生の意識・動機付けに向け
て連携

外セン等におけるガイダンス等の実施状況（平成29年度）
ガイダンス参加学⽣数・・・9,211名
面接会参加学⽣数・・・・・5,238名

「外国人雇用サービスセンター」（外国人版ハローワーク：東京・愛知・大阪）を、留学生を含む高度外国人材の就職
支援の拠点と位置付け、ハローワークの全国ネットを活用し、意識啓発からマッチング・定着に至るまで、各段階で多
様な支援メニューを提供するとともに、一部の新卒応援ハローワークに留学生コーナー（※）を設置するなど、留学生
への就職支援を強化。
※留学生コーナー設置箇所（平成30年4月1日現在）北海道、宮城、埼玉、千葉（千葉、松戸）、東京、神奈川、石川、静岡、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、岡山、
広島、福岡、長崎（18箇所）

留学生採用サポート事業（北海道地区のみ・委託事業）

民間事業者を通じ、①留学生の採用経験がない中小企業等を対象とした企業向けセミナー・相談会、②留学生を対象とした
企業説明会・面接会、③留学生を対象とした意識啓発等の各種就職支援メニューの提供。外センから離れており面接会等の各
種就職支援サービスを受けることが困難な状況となっている北海道地区においてモデル的に実施（平成28年度～）。 -19-



留学⽣の卒業後の進路希望調査において「日本で就職を希望」する者は６３．６％であるが、実際に日本で就職して
いる者は卒業⽣の３割程度。「日本再興戦略2016」において⽬標とされた就職率５割の達成に向けて、引き続き留学
⽣への就職意識啓発と事業主への相談支援に取り組むとともに、さらなるマッチング強化に努める。

概要

【継続】来日早期の者を含む留学生を対象とした就職支援と、企業からの相談体制の強化
○ 外国⼈雇⽤サービスセンター（東京・愛知・⼤阪）及び留学⽣コーナー（17都道府県18箇所（※））における職業

紹介、職業相談、個別相談、求⼈開拓等の就職支援（※平成30年度においては静岡に新規設置）
○ ⼤学と連携して開催する留学⽣向け就職ガイダンスや、留学⽣向け就職説明会・面接会の実施
○ 来日早期の留学⽣を対象としたセミナー、インターンシップ等による就職意識啓発
○ 外国⼈雇⽤管理アドバイザー（留学⽣支援分）による在留資格変更手続き等に関する事業所への専⾨的な相談支援
○ 「外国⼈材活躍推進プログラム」を踏まえた関係省庁・機関との積極的な連携による就職支援
○ 「外国⼈留学⽣採⽤サポート事業」による北海道地区における留学⽣の就職支援

【新規】高度外国人のマッチング強化
○ 日本企業における留学⽣等のサマージョブ及びインターンシップの活⽤促進

外国⼈留学⽣等の採⽤を検討する企業に対するサマージョブ等に関する情報提供や相談支援の実施について
検討を⾏う。

○ 既卒留学⽣に対するトライアル雇⽤の活⽤促進
在留資格「特定活動（就職活動）」の⾝分で卒業後も日本国内での就職活動を継続する既卒留学⽣へのトラ

イアル雇⽤の活⽤を図る。
○ ⾼度⼈材の職場適応・定着の推進

日本企業に就職の決まった内定就学⽣や新⼈外国⼈社員への職場適応・定着支援を⾏う。

就職支援体制

平成30年度における留学生の就職支援体制について
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４．⾼度外国⼈材の活⽤のために



実践マニュアルは、厚生労働省ウェブページからダウンロードできます！

「厚労省 外国人活用好事例集」で検索！

n 外国人と上手く協働していきま
しょう！

「言語」「能力開発」「宗教・文化」など
について、ボーダレスな職場環境作
りを

外国人社員が日本で生活者として
自立できるよう積極的なサポートを

外国人にとっても魅力的な就労環境
を整備し、効果的な募集・採用経路
の選択を

そのために

ぜひご活用下さい！
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○ 事業主は、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にす
るための措置の実施その他の雇用管理の改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めなけれ
ばならない。（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第７条）

→事業主が適切に対処できるよう、講ずべき必要な措置について定めたもの。（平成19年厚生労働省告示第276号）

外国人指針とは

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

項目 主な内容（事業主が努めるべきこと）

①外国人労働者の募集および採用の適正化

・募集にあたり従事すべき業務内容、賃金、労働時間、関係法令の適用に関する事項等に
ついて明示する
・求人の申込みにあたり国籍による条件を付すなど差別的取扱いをしない
・在留資格上、従事することが認められる者であることを確認する
・公平な採用選考に努める

②適正な労働条件の確保

・国籍を理由として賃金、労働時間等について差別的取扱いをしてはならない
・主要な労働条件について外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を
交付する
・適正な労働時間の管理を行うほか、外国人労働者の旅券等を保管しないようにする

③安全衛生の確保
・労働災害防止のための指示を理解できるよう、必要な日本語および基本的な合図等を習
得させるよう努める
・健康診断を実施する

④雇用保険、労災保険、健康保険および
厚生年金保険の適用

・被保険者に該当する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとる
・厚生年金保険への加入期間が６ヶ月以上の外国人労働者が帰国する場合、帰国後に脱退
一時金の支給を請求し得る旨説明する

⑤適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
・多様な人材が能力発揮しやすい環境整備に努める
・教育訓練の実施、苦情・相談体制の整備、母国語での導入研修の実施等に努める
・適切な宿泊の施設を確保するよう努める

⑥解雇の予防および再就職の援助
・安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、外国人
労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うように努める

指針の主な内容
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外国人雇用管理アドバイザーによる事業主支援について

都道府県労働局等に「外国⼈雇⽤管理アドバイザー」※を配置し、外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の
問題など、外国⼈を雇⽤する事業主からの様々な相談に対して、事業所の実態に応じた専門的な指導・援助を⾏う。

概要

※ 社会保険労務士や中小企業診断士など、外国人労働者の雇用管理の改善に関して深い知識と経験を有する者へ委囑。

最寄りのハローワークを通じて、外国⼈雇⽤管理アドバイザーへの相談申込みが可能（相談費用無料）。
訪問日程を調整の上、外国⼈雇⽤管理アドバイザーを事業主の元へ派遣し、相談に対応。

利用⽅法

※ このほか、窓口において外国人雇用管理アドバイザーによる相談を実施しているハローワークもある。

相談事例

○ 外国⼈労働者を雇⽤するにあたり、どのような点を考慮したらよいか

○ 日本語の不慣れな外国⼈労働者への職場教育はどうしたらいいか

○ 労働契約、職務配置、福利厚⽣、退職・解雇時の注意点 等

［雇用管理⾯での相談］

○ ⽣活習慣・宗教観への理解とコミュニケーションをどう図ればいいか 等
［職業生活⾯での相談］ 外国人雇用

事業主
ハローワーク
（労働局）

雇用管理
アドバイザー

連絡調整訪問等による
指導・援助

相談申込み
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